
























防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策に基づく対応
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「緊急自然災害防止対策事業費」の創設

（１）対象事業
「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」に基づく防災のための重要インフラ等の機能維持等を目的とした国直轄・補助事業

（２）事業年度
平成３１・３２年度
※ 平成３０年度補正予算（第２号）に計上される「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」に基づく国直轄・補助事業は、 補正予算債（
充当率100％、元利償還金に対する交付税措置率50％）による措置を講ずる

（３）地方財政措置（防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債） 充当率：
１００％ 元利償還金に対する交付税措置率：５０％

（４）事業費 １．２兆円（平成３１年度）

防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策に基づく事業への対応

（１）対象事業
安心して暮らせる地域をつくるため、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止することを目的として、地方自治体が策定す
る 緊急自然災害防止対策事業計画に基づき実施される地方単独事業

【対象施設】
治山、砂防、地すべり、急傾斜地崩壊、河川（護岸、堤防、排水機場等）、
農業水利施設（ため池、揚水・排水機場、水路等）、港湾・漁港防災 等

（２）事業年度
平成３１・３２年度（「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」の期間）

（３）地方財政措置（緊急自然災害防止対策事業債）
充当率：１００％ 元利償還金に対する交付税措置率：７０％

（４）事業費 ３,０００億円（平成３１年度）

「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」に基づく国直轄・補助事業について、地方財政計画に計上する
とともに、その地方負担について、地方財政措置を講ずる

「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」と連携しつつ、地方が単独事業として実施する河川、治山、農業水利施
設等の防災インフラの整備を推進するため、新たに「緊急自然災害防止対策事業費」を地方財政計画に計上 するとともに、地
方財政措置を講ずる
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緊急防災・減災事業債について

１００％

２．財政措置

（１）地方債の充当率
（２）交付税措置 元利償還金について、その７０％を基準財政需要額に算入

３．事業年度

平成２９年度から平成３２年度(令和２年度）（東日本大震災に係る復興・創生期間まで継続）

地方公共団体が引き続き喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう、平成３１年度については

５，０００億円を計上

１．対象事業 【地方単独事業((6)を除く） 】

（１）大規模災害時の防災・減災対策のために必要な施設の整備 （３）津波対策の観点から移転が必要と位置づけられた公共施設等の移設

○防災拠点施設（地域防災センター等）

○防災資機材等備蓄施設、拠点避難地

○非常用電源

○津波避難タワー、活動火山対策避難施設等

○避難路・避難階段

○指定緊急避難場所や指定避難所において防災機能を強化するための施設

○指定避難所における避難者の生活環境の改善のための施設

（空調・Wi-Fi・バリアフリー化に係る施設等)

○緊急消防援助隊の救助活動等拠点施設

○緊急消防援助隊の機能強化を図るための車両資機材等

○消防団の機能強化を図るための施設・設備

○消防水利施設

○初期消火資機材

○津波浸水想定区域内にあり、地域防災計画上、必要な防災対策の拠点 と
なる施設や、災害時に援護が必要となる者のための施設の移転

（４）消防広域化事業等

○広域消防運営計画又は消防署所等の再編整備計画に基づき必要となる
消防署所等の増改築等

○上記計画に基づき機能強化を図る消防車両等の整備
○統合される消防本部を消防署所等として有効活用するために必要とな る

改築

○消防機関間の柔軟な連携・協力（共同化）に伴う高機能消防指令セン

ターの整備

（５）地域防災計画上に定められた公共施設・公用施設の耐震化

○指定避難所とされている公共施設及び公用施設

○災害時に災害対策の拠点となる公共施設及び公用施設

○不特定多数の者が利用する公共施設

○社会福祉事業の用に供する公共施設

○幼稚園等
※消防署所等については、耐震性が十分でないことから、早急に耐震化 を
行う必要があり全部改築することがやむを得ないと認められるもの につい
ても対象

（２）大規模災害に迅速に対応するための情報網の構築

○防災行政無線のデジタル化

○全国瞬時警報システム（ＪーＡＬＥＲＴ）の新型受信機の導入・情報 伝達手

段の多重化

○高機能消防指令センター（デジタル化に伴い整備するもの等）
○防災情報システム、衛星通信ネットワークシステム等、大規模災害時 の情
報伝達のために必要な通信施設

○災害時オペレーションシステム

（６）特定地域の振興や生活環境の整備を目的とした国庫補助金（※）の交付 を受け
て実施する(1)～(5)の事業

（※）防衛施設周辺の生活環境の整備に係る補助金、離島活性化交付金及び奄美群島振
興交付金


